
新型コロナウイルスワクチンの
接種体制確保について

令和３年４月８日
厚生労働省健康局健康課予防接種室



 住民が住所地内の医療機関で接種を受けた場合、医療機関は市町村に直接費用を請求・支払いする。
 住民が住所地外の医療機関で接種を受けた場合、市町村の支払い事務を国保連が代行する。
 市町村外の医療機関に対する支払いがなくなり、事務負担の軽減につながる。

新型コロナウイルスワクチン接種の費用の請求・支払の概要

市町村外の医療機関

市 町 村 （Ａ県●市）

国保連

【市町村外の場合】
国保連が支払い事務を代行

【市町村内の場合】
市町村が医療機関に直接支払い

請求 支払い

市町村内の医療機関で

請求 支払い

請求 支払い

（例）Ａ県●市に住民票がある方

やむを得ない事情で
Ａ県●市外の医療機関で接種

Ａ県●市内の
医療機関で接種
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V-SYSによる費用請求用の総括書の出力機能について 〔 ４月１日リリース〕

 V-SYSに必要な情報を登録することで、国保連に費用請求を行う際に必要となる請求総括書等の
出力が可能。

 これにより、請求総括書等の作成にかかる医療機関の負担軽減を図る。
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自
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出

力

○○県国保連合会御中

医療機関名・代表者名
請求年月 等

【予防接種】 計～～回
【予診のみ】 計＝＝回

Ａ県●市長様

医療機関名
代表者名
請求年月

【予防接種】 計～～回
【予診のみ】 計＝＝回

Ａ県■村長様

医療機関名
代表者名
請求年月

【予防接種】 計～～回
【予診のみ】 計＝＝回

Ｂ県△市長様

医療機関名
代表者名
請求年月

【予防接種】 計～～回
【予診のみ】 計＝＝回

①
請
求
総
括
書

②
市
町
村
別
請
求
書

国

保

連

に

提

出

＋
市町村外の方の予診票

市 町 村 に 提 出

市町村内の方の
予診票

請求総括書等の作成にか
かる医療機関の負担軽減

V-SYS



２

１

３

４

５
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V-SYS上の入力画面イメージ



具体的なイメージ
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請求総括書（V-SYSで出力） 市町村別請求書（V-SYSで出力） 予診票



新型コロナワクチン接種にかかる費用請求の方法について
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＜予診票の分別＞
Step１ 接種券貼付or印字済で
分別

Step２ 同一市内or市外で分別
更に、市外を市区町村で分別

Step３ 予診のみor接種で区別
Step４ ６歳以上or未満で区別

＜V-SYSへの入力＞
Step１ V-SYSにログイン
Step２ 請求総括書の作成を

クリック
Step３ 請求件数を入力⇒保存

・請求件数は月末までの実績を入力し、
翌月１日～１０日までに国保連or市
町村に請求ください。
・いわゆる月遅れ請求の場合は請求件
数に含めて入力ください。
・接種実績の報告件数以上、費用請求
の件数は入力できません。接種実績
の更新をお忘れなくお願いします。

実績入力 請求書（PDF）の出力

＜提出資料のセット＞
詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
の実施に関する医療機関向け手引き」第5章請求事務
をご確認ください。

❶の場合
Step１
市町村別請求書と当該市町村

の方の予診票をセット
（同一市町村内の方の請求書は
セットしない）

Step２
一番上に請求総括書をセット

❷の場合
Step１
市町村別請求書と当該市町村

の方の予診票をセット
（同一市町村内の方の請求書も
セットする）

Step２
一番上に請求総括書をセット

＜請求書の提出＞
毎月10日までに国保連に提出

請求書の提出

＜事前確認＞ 重要!!
医療機関所在地と同一市町村内の
予診票の取扱いを確認。

❶通常の地域：国保連には市外の
方の予診票のみ送付
（同一市町村分は、直接市町村に送る）
❷同一市町村内の請求も国保連で
受け付ける地域：国保連に送る
（市町村からその旨の案内があった場合、国
保連に市外の方と市内の方の予診票を送付）

＜請求総括書の出力＞
❶の場合は、請求総括書出力（同
一市内にお住まいの方分を含ま
ない）をクリック⇒印刷
❷の場合は、請求総括書出力（同
一市内にお住まいの方を含む）
をクリック⇒印刷

＜市町村別請求書の出力＞
Step１市区町村別請求書出力
（クーポンあり分※１）をクリック
⇒印刷
Step２市区町村別請求書出力
（クーポンなし分※2）をクリック
⇒印刷

※1 接種券貼付：住民用、詳細は後述

※2 接種券印字済み：医療従事者等用、
定義は後述



医療機関の請求方法

医療機関は、接種を受けた方の住所地別に、以下のとおり接種費用を請求する。

➊通常の地域：医療機関が所在する市町村以外の請求は国保連に対して、医療機関と同一市町村の請求
は直接市町村へ、請求書・予診票を提出

➋同一市町村内の請求も国保連で受け付ける地域：国保連に対して、全ての市町村分の請求書・予診票
を提出

それぞれの請求先自治体ごとに
仕分けをした請求書類

※編綴方法は、次頁の例による。

国

保

連

に

提

出

➊通常の地域

（請求総括書）
（市区町村別請求書） V-SYSにて作成

➋同一市町村内の請求も国保連で受け付
ける地域医療機関が所在する市町村以外の請求

医療機関が所在する市町村の請求

医療機関が所在する
市町村宛の請求書類

※編綴方法は、次々頁の例による。

市

町

村

に

提

出

各市町村が指定する様式

それぞれの請求先自
治体ごとに仕分け
をした請求書類 国

保

連

に

提

出

V-SYSにて作成

医療機関が所在する市町村
分も含めて編綴
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実施機関における国保連合会への請求時の編綴方法（案）

対
象
が
実
施
機
関
所
在

都
道
府
県
以
外
分

対
象
が
実
施
機
関
所
在

都
道
府
県
分

合
計

市区町村別請求書
（被接種者区分：1 クーポン券なし）

・
・
・

クーポン券なし予診票（予診のみ⇒接種の順番）

市区町村別請求書
（被接種者区分：2 クーポン券あり）

クーポン券あり予診票（予診のみ⇒接種の順番）
・
・
・

・
・
・

請求総括書

市区町村別請求書
（被接種者区分：1 クーポン券なし）

クーポン券なし予診票（予診のみ⇒接種の順番）

市区町村別請求書
（被接種者区分：2 クーポン券あり）

クーポン券あり予診票（予診のみ⇒接種の順番）
・
・
・

市区町村番号順

市区町村番号順

市区町村番号順

市区町村番号順

実施機関における国保連への請求時の編綴方法

医
療
従
事
者
等
分

医
療
従
事
者
等
分

住
民
分

住
民
分

※同一市町村内の請求も国保連で受け付ける地域においては、その
請求書類（請求書、予診票等）も上記都道府県分内に編綴すること
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実施機関における国保連合会への請求時の編綴方法（案）

市区町村別請求書
（被接種者区分：1 クーポン券なし）

クーポン券なし予診票（予診のみ⇒接種の順番）

市区町村別請求書
（被接種者区分：2 クーポン券あり）

クーポン券あり予診票（予診のみ⇒接種の順番）

実施機関における市町村への請求時の編綴方法の例

医
療
従
事
者
等
分

住
民
分
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クーポンありとは、市町村が発行した接種券（クーポン）を
予診票の右上に貼付したもので、住民接種用に使用され

るもの

クーポンなしとは、V-SYSにて発行した接種券情報が印刷さ
れた予診票で、医療従事者等の接種に使用されるもの

接種券
を貼り付
ける

接種券
情報印
字済み

予診票のイメージ
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（補足） ワクチン接種に関する費用の請求書の作成時の注意点

請求総括書及び市区町村別請求書の代表者氏名欄が印字されない
場合があります。

○ V-SYS上に登録されている医療機関の情報に代表者氏名が記
載されていない場合は、請求総括書及び市区町村別請求書の代
表者氏名が印字されません。
ですので、別添を参照の上、請求総括書等を作成する前にV-

SYS上に代表者指名を登録してください。

○ 上記作業が間に合わなかった場合は、出力された請求総括書
及び市区町村別請求書の代表者氏名欄に手書きで記入してくだ
さい。
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代表者名を登録してください

Ｖ－ＳＹＳ 代表者名の登録方法

1234567890

○○病院

000-0000

東京都中央区

△△１－１－１

１

をクリック編 集編 集

請求総括書等の代表者名に
引用されます。

２

３
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V-SYSにて出力される請求総括書・市区町村別請求書

こちらに代表者名が印字さ
れている必要があります。
※間に合わなかった場合には手書きで記入。

請求総括書 市区町村別請求書
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